
（平成２５年９月１９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 4 件



関東東京国民年金 事案13798 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 59年４月から同年12月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年２月から51年３月まで 

          ② 昭和 59年４月から同年12月まで 

 申立期間①については、私は、国民年金の加入手続を行った時、市役所で国民年金

保険料は遡って納付することができると聞き、保険料を遡って納付した。申立期間②

については、私が母に保険料を預け、主に母が、私と兄の保険料を積立預金の集金の

ために定期的に自宅を訪れていた金融機関の職員に渡し、納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、９か月と短期間である上、申立人は、当該期間を除き昭和

51 年４月以降の国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。一方、申立

人は、主に申立人の母親が申立人の保険料と一緒に申立人の兄の保険料を納付していた

としているが、申立期間②の兄の保険料は未納である。しかし、当該期間前の保険料の

納付状況をみると、申立人は納付済み、兄は未納と記録されている期間もあることから、

兄弟二人の保険料の納付行動は必ずしも同一とはいえず、申立期間②の兄の保険料が未

納であることをもって申立人も未納であった可能性が高いと結論付けることはできない。

また、申立人は、当該期間前後の期間を通して自身の生活に変化は無いと述べており、

申立期間②の保険料も前後の期間と同様に納付していたものとみても不自然ではない。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後

の任意加入被保険者に係る資格取得日から、昭和 52 年２月頃に払い出されたと推認で

き、当該払出時点で申立期間①の保険料は過年度納付することが可能であり、申立人は、

保険料を市役所内の金融機関で遡って納付したとしているが、保険料額の記憶が明確で

ないほか、納付したとする市役所内の金融機関は、当時は、国庫金として扱われる過年

  



度分の保険料の収納を行っていなかったと回答している。 

このほか、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、当該期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年

４月から同年 12月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24604 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における資格喪失日に

係る記録を昭和 51 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ支

社からＤ支社への異動はあったが、同社に継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＢ社の回答並びに同社から提出されたＡ社Ｃ支社における

「50 年４月分採用報告書兼登録コード台帳」及び申立人に係る職歴証明書から判断す

ると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 51 年４月１日に同社Ｃ支社から同社Ｄ

支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社における昭和 51 年

２月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、事業主は、

申立人のＡ社Ｃ支社における資格喪失日を昭和 51年３月31日と届け出たことが確認で

きることから、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成15年７月14日、

同年12月15日及び 16年７月 16日は27万4,000円、同年12月22日は26万8,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月14日 

          ② 平成 15年12月15日 

          ③ 平成 16年７月16日 

          ④ 平成 16年12月22日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。同社からの賞与の振込みが確認できる資料を提出するので、標準賞与額を認めて

ほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の同僚二人が保有する平成 15年及び16年に係る賞与明細書及び預金通帳の記

録により、Ａ社では、15年については７月14日及び12月15日、16年については７月

16 日及び 12 月 22 日に賞与が支給されていたことが確認できるところ、申立人から提

出された普通預金口座の「月中取引一覧表」により、これと同日又は翌日付けで、給与

とは別に同社からの振込記録（平成 15年７月 15日及び同年 12月 16日は 24万 673円、

16年７月 16日は 24万 373円、同年 12月 22日は 23万 6,377円の振込み）が確認でき

ることから、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受けていたことが認められる。

 また、上記賞与明細書において保険料控除が確認できる上、申立人から提出された平

成 16 年度に係る市民税・県民税特別徴収税額の通知書に記載されている社会保険料額

は、オンライン記録における 15 年の標準報酬月額に見合う社会保険料の年額と同年７

月及び同年 12 月における賞与振込額を基に算出した標準賞与額に見合う社会保険料の

 

  



合計額とほぼ一致することから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

 したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与振込額を基に算出した賞与

額から、平成 15年７月 14日、同年 12月 15日及び 16年７月 16日は 27万 4,000円、

同年12月22日は26万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、オン

ライン記録によると、上記同僚二人について、いずれも届出に基づく標準賞与額の記録

が無いことから、事業主は、申立てどおりの賞与額に係る届出を行っていないと認めら

れ、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24606 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 52 万 1,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月13日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。申立期間においても賞与を支給されていたので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有する申立人に係る「平成 17 年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴

収簿」により、申立人は、申立期間において、52 万 1,900 円の賞与の支払を受け、標

準賞与額 52 万 1,000 円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記源泉徴収簿において確認できる賞与額

及び社会保険料等の金額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、52 万 1,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に提出していなかったこと、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 15年11月17日から16年９月１日までの期間、19

年８月１日から同年９月１日までの期間及び 22年８月１日から23年２月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、

15年11月から 16年８月までは 26万円、19年８月及び22年８月から23年１月までは

34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年２月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月まで（ただし、平成22年５月

を除く。）は標準報酬月額 36 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払わ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 36

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年11月17日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

  



に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 15年11月17日から23年２月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日に

おいて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適

用する。 

２ 申立人から提出された給与明細票により、申立人は、申立期間のうち、平成 15 年

11 月について、その主張する標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 15年 12月から 16年８月まで、19年８月及び

22 年８月から 23 年１月までの標準報酬月額については、上記給与明細票において確

認できる保険料控除額から、15年12月から16年８月までは26万円、19年８月及び

22年８月から 23年１月までは 34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明

細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 16 年９月から 19 年７月まで及び同年９月から 22 年

７月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、

特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年２月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、32 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票による

と、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月まで（ただし、平成 22

年５月を除く。）は標準報酬月額 36 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていたことが確認できる。 

なお、上記給与明細票によると、平成 22年５月（平成22年４月分）は待機期間と

されているところ、年金事務所は、同年５月は含めずに定時決定を行う旨回答してい

る。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 36 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期間及び 22

年６月１日から 23 年２月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19 年８月は 30 万円、22 年６月は 36 万円、同

年７月から同年 12月までは 41万円、23年１月は 38万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年２月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４月から同年６月までは標準報酬月額

44万円、23年５月から同年７月までは標準報酬月額38万円に相当する報酬月額が事業

主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ社における標準報

酬月額に係る記録を、同年２月から同年７月までは 44万円、同年８月は38万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年４月１日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

  



に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 18年４月１日から23年２月１日までの期間に

ついては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるか

ら特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日にお

いて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適用

する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年８月及び 22 年６月から 23 年１月までの

標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票において確認できる報酬

月額又は保険料控除額から、19 年８月は 30 万円、22 年６月は 36 万円、同年７月か

ら同年12月までは 41万円、23年１月は38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚

から提出された給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標

準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことか

ら、事業主は、当該給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合

う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬

月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 18 年４月から 19 年７月まで及び同年９月から 22 年

５月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できることから、

特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年２月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、36 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票による

と、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 22 年４月から同年６月までは標準報

酬月額 44 万円、23 年５月から同年７月までは標準報酬月額 38 万円に相当する報酬

月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を、平成 23 年２月から同年７月

までは44万円、同年８月は 38万円に訂正することが必要である。 

  



関東東京厚生年金 事案24611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 16 年７月 21 日から 18 年９月１日までの期間及び

22 年８月１日から 23 年２月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、16 年７月から 18 年８月までは 26 万円、22 年

８月から23年１月までは 38万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年２月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月まで（ただし、平成22年４月

を除く。）は標準報酬月額 41 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払わ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 41

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年７月21日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

  



したがって、申立期間のうち、平成 16 年７月 21 日から 23 年２月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日に

おいて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適

用する。 

２ 申立人から提出された給与明細票により、申立人は、申立期間のうち、平成 16 年

７月について、その主張する標準報酬月額（26 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 16 年８月から 18 年８月まで及び 22 年８月か

ら 23 年１月までの標準報酬月額については、上記給与明細票において確認できる保

険料控除額から、16年８月から 18年８月までは26万円、22年８月から23年１月ま

では38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明

細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 18年９月から22年７月までについて、上記給与明細

票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象

に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年２月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、36 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票による

と、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月まで（ただし、平成 22

年４月を除く。）は標準報酬月額 41 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていたことが確認できる。 

なお、上記給与明細票によると、平成 22年４月（平成22年３月分）は待機期間と

されているところ、年金事務所は、同年４月は含めずに定時決定を行う旨回答してい

る。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期間、20 年

８月１日から同年９月１日までの期間及び 22年８月１日から23年１月１日までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19

年８月は 36万円、20年８月は 38万円、22年８月から同年 12月までは 36万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年２月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月まで（ただし、平成22年４月

を除く。）は標準報酬月額 38 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払わ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 38

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年９月13日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 16 年９月 13 日から 23 年２月１日までの期間

  



については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日に

おいて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適

用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年８月、20 年８月及び 22 年８月から同年

12 月までの標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票において確

認できる保険料控除額から、19年８月は 36万円、20年８月は 38万円、22年８月か

ら同年12月までは 36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚から提出され

た給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 16 年９月から 19 年７月まで、同年９月から 20 年７

月まで、同年９月から 22年７月まで及び23年１月について、上記給与明細票におい

て確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の

対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年２月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、34 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票による

と、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月まで（ただし、平成 22

年４月を除く。）は標準報酬月額 38 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていたことが確認できる。 

  なお、上記給与明細票によると、平成 22年４月（平成22年３月分）は待機期間と

されているところ、年金事務所は、同年４月は含めずに定時決定を行う旨回答してい

る。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24613 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期間及び 22

年８月１日から 23 年２月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19 年８月は 38 万円、22 年８月から 23 年１月

までは36万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 23 年２月１日から同年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 22年４月から同年６月まで（ただし、平成22年４月

を除く。）は標準報酬月額 36 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払わ

れていたと認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 36

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年４月１日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

  



したがって、申立期間のうち、平成 17年４月１日から23年２月１日までの期間に

ついては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるか

ら特例法を、同年２月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日にお

いて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適用

する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年８月及び 22 年８月から 23 年１月までの

標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細票において確認できる保険

料控除額から、19年８月は 38万円、22年８月から23年１月までは36万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚から提出され

た給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 17 年４月から 19 年７月まで及び同年９月から 22 年

７月までについて、上記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、

特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 23 年２月から同年８月までの標準報酬月額については、オ

ンライン記録によると、34 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票による

と、標準報酬月額の決定の基礎となる 22 年４月から同年６月まで（ただし、平成 22

年４月を除く。）は標準報酬月額 36 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていたことが確認できる。 

  なお、上記給与明細票によると、平成 22年４月（平成22年３月分）は待機期間と

されているところ、年金事務所は、同年４月は含めずに定時決定を行う旨回答してい

る。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 36 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24614 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成６年７月１日から７年８月 14 日までの期間について、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年８月 14 日であると認めら

れることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、47万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から７年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には平成７年９月末日まで勤務し、給与から社会保険料を控除されていたと記憶して

いるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成６年７月１日から７年８月 14 日までの期間について、雇用

保険の加入記録により、申立人は、同年８月 31 日までＡ社に勤務していたことが確

認できる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日について、同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成７年８月１日より後の同年８月 14 日

付けで、６年 10 月の定時決定が取り消され、遡って同年７月１日と記録されている

ことが確認できる。 

また、オンライン記録により、平成６年７月１日に被保険者資格を喪失している者

が申立人を除き 10 人確認できるところ、その全員について、申立人と同様に、同年

10月の定時決定が取り消され、遡って喪失処理が行われていることが確認できる。 

さらに、上記遡及処理日において、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所でないとこ

ろ、同社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、法人事業所であることが確

認でき、当該遡及処理前の記録から、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人に係る上

記資格喪失処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認

  



められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日を当該処理日である平成７年

８月14日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成６年６月の

社会保険事務所の記録及び上記取消し前の同年 10 月の定時決定の記録から、47 万円

とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、平成７年８月 14日から同年10月１日までの期間について、雇用

保険の加入記録により、申立人が、同年８月 31 日までＡ社に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当該

期間当時の事業主も死亡していることから、申立人の当該期間における勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、オンライン記録により、Ａ社における資格喪失日が平成６年７月１日以降で

あることが確認できる従業員のうち連絡先が判明した 15 人に照会したところ、７人

から回答があったが、当該期間における保険料控除を確認できる資料を保有している

者はいなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13799 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年４月から 55年３月までの期間及び61年４月から平成５年12月ま

での期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 53年４月から55年３月まで 

           ② 昭和61年４月から平成５年12月まで 

  私は、昭和 53 年５月頃、友人の勧めもあり区役所で国民年金保険料の免除申請手

続を行い、以後、厚生年金保険加入期間を除き７年以上にわたって毎年免除申請手続

を行ってきた。申立期間が申請免除期間ではなく、保険料が未納とされていることに

納得できない。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年５月頃、区役所で国民年金保険料の免除申請手続を行ったとし

ているが、申立期間の免除申請に係る承認通知書を受け取った記憶が明確でないことな

どから、当時の免除申請手続の状況が不明である。 

また、申立人が居住している区では、昭和 46年10月から国民年金の被保険者記録が

電算管理され、この電算管理移行後は、年度別納付状況リスト等の資料に基づいて事務

処理が行われており、59年５月 10日時点の当該リストによると、申立期間①直後の55

年４月から 59 年３月までの期間については、申立人は保険料の納付を免除されていた

ことが確認できるが、申立期間①の保険料は未納と記録されている。 

さらに、申立人に対して平成４年６月５日に過年度保険料の納付書が発行されている

ことがオンライン記録で確認できることから、少なくとも同日の時点において、申立期

間②のうちの一部期間は未納となっていたと考えられる。 

加えて、申立人は、７年以上免除申請手続を行っていたと述べているところ、現在、

申立人の申請免除期間は、昭和 55年４月から同年10月までの期間のみとなっているも

のの、申立人は、当初同年４月から 60年３月までの保険料を免除されており、55年11

月から 61 年３月までの期間が厚生年金保険加入期間であったために、平成 20 年２月

22 日に記録整備が行われていることが年度別納付状況リスト及びオンライン記録から

確認できることから、昭和 55 年４月から５年間にわたって免除申請手続を行っていた

ことは確認できるが、申立期間において、免除申請手続が行われていた形跡は見当たら

ない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことを示す関連資料は無く、

申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13800 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から38年３月まで 

 私の義父は、私たち夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておら

ず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の義父から当時の納付状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日

から、申立期間後の昭和38年８月17日に申立人の夫及び義弟と連番で払い出されたと確

認でき、当該払出時点では、申立期間のうち36年４月から同年６月までの期間は時効に

より保険料を納付することができないほか、同年７月から38年３月までの期間は、申立

人は、義父が当該期間の保険料を遡って納付したかどうかは聞いていないと述べている。 

さらに、申立人夫婦と連番で手帳記号番号が払い出されている義弟は、申立期間の保

険料が未納である。 

そのほか、申立人の義父が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13801 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から38年３月まで 

 私の父は、私たち夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してく

れていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておら

ず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の父親から当時の納付状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日

から、申立期間後の昭和38年８月17日に申立人の妻及び弟と連番で払い出されたと確認

でき、当該払出時点では、申立期間のうち36年４月から同年６月までの期間は時効によ

り保険料を納付することができないほか、同年７月から38年３月までの期間は、申立人

の妻は、申立人の父親が当該期間の保険料を遡って納付したかどうかは聞いていないと

述べている。 

さらに、申立人夫婦と連番で手帳記号番号が払い出されている弟は、申立期間の保険

料が未納である。 

そのほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13802 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年５月から 49 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年５月から49年３月まで 

私は、昭和 50 年１月頃に国民年金の加入手続を行い、市役所職員から「今でした

ら 20 歳まで遡って国民年金保険料を納付できます。」と教わったため、保険料を遡

って一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金保険料を遡って一括納付したとする昭和 50 年１月時点において、

申立期間のうち 43 年５月から 47 年９月までの保険料は特例納付により、同年 10 月か

ら 49 年３月までの保険料は過年度納付により、納付が可能であるところ、申立人は、

遡って保険料を納付する際に、納付書を添えなかったと述べている。しかしながら、

「国民年金法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う実施事務の取扱について」

(昭和 48 年 12 月 26 日付け社会保険庁国民年金課長通知)によると、「特例納付の保険

料について納付の申出があったときは、大蔵省令に定める納付書によって納付させるこ

と。」とされており、納付書によらず遡って保険料を納付したとする申立人の主張は、

特例納付に係る事務の取扱いと相違する。 

また、申立人は、一括納付したとする保険料額及び納付場所等の納付状況に関する記

憶が明確でない。 

さらに、申立人の所持する昭和 50 年分給与所得の源泉徴収票に記載されている「社

会保険料の金額」は、昭和 50 年度の国民年金保険料及び申立人の同年度の国民健康保

険税を合算した金額と一致しており、50 年当時、遡って納付が可能であった申立期間

の保険料の金額は含まれていないことが確認できる。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13803 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年６月から 49 年 10 月までの期間、50 年６月から 53 年１月までの

期間及び同年８月から 54 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和48年６月から49年10月まで 

          ② 昭和 50年６月から53年１月まで 

          ③ 昭和 53年８月から54年３月まで 

 私の父は、私が 20歳になった昭和 48年頃に私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を定期的に区役所や金融機関で納付していたと思う。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から、

昭和54年９月 26日に払い出されたと確認でき、当該払出時点で、申立期間の国民年金

保険料を納付するためには、申立期間③及び申立期間②のうち52年７月から53年１月

までの保険料は過年度納付により、申立期間②のうち 50年６月から52年６月までの保

険料及び申立期間①の保険料は第３回特例納付により遡って納付することとなると考え

られるが、申立人は、父親から保険料を遡って納付したとは聞いていないと述べている。

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続

及び保険料の納付をしたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明である。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外に別の手帳を所持していた記憶は明確

でなく、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

そのほか、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

  



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない 

  



関東東京国民年金 事案13804 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年頃から 60 年頃までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年頃から60年頃まで 

私の元妻は、申立期間当時、納付書で毎月、夫婦の国民年金保険料を納付していた。

また、私も保険料を納付に行ったことがあるのを覚えている。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身で国民年金の加入手続を行った記憶は無く、申立人の元妻が申立人の

加入手続を行ったかどうかは分からないと述べており、申立人に対して国民年金手帳記

号番号が払い出された記録は無く、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、

国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、これまで年金手帳を所持していた記憶は無く、元妻が申立人の年金

手帳を管理していたという話も聞いていないと述べているなど、申立人に手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は申立期間の保険料の納付にほとんど関与しておらず、保険料の納付

をしていたとする元妻から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状

況が不明であるほか、元妻も、昭和 44 年度を除き国民年金加入期間中の保険料は全て

未納である。 

そのほか、申立人及びその元妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年６月１日から同年12月21日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では営業職で

正社員として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた従業員の供述により、期間は特定できないものの、申立人が同社

に営業職として勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の申立期間当時の事業主は、「会社は既に倒産し、当時の資料も

保管していない。また、申立人を記憶しておらず、当時の社会保険の取扱いについても

記憶していないため、申立人の申立期間における勤務状況や厚生年金保険の加入状況に

ついては不明である。」と供述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人が記憶している同職種の同

僚２人と職種の異なる同僚３人の計５人のうち、同職種の２人と職種の異なる１人の計

３人の被保険者記録を確認できないことから、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年

金保険に加入させていたわけではないことがうかがえる。 

さらに、上記３人については、上記被保険者名簿に被保険者記録が無いため、連絡先

が不明であり、残りの２人については、死亡又は連絡が取れないことから、これらの者

から申立人のＡ社における勤務状況及び厚生年金保険の加入状況について確認すること

ができない。 

加えて、上記被保険者名簿により、申立期間において被保険者記録が確認できる従業

員８人に申立人の勤務状況等について照会したところ、回答のあった４人のうち、１人

は申立人のことを記憶していたが、同人は、申立人の勤務状況及び勤務期間を記憶して

おらず、また、回答のあった４人全員が、Ａ社における厚生年金保険の取扱いについて

  



不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年５月１日から25年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

にはプレス工として申立期間も勤務し、厚生年金保険料も控除されていたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、昭和 27年７月 20日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、

申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤務及

び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時、被保険

者であったことが確認できる従業員に申立人の申立期間における勤務状況及び同社にお

ける厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答のあった全員が不明であると

しており、これらの者から申立人の申立期間における勤務状況及び同社における厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立期間当時、Ａ社において給与事務を担当していた従業員は、厚生年金保

険被保険者証が交付される前に給与から厚生年金保険料を控除することはなかった旨供

述している。 

加えて、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、申立人のＡ社における記号

番号の払出日は昭和 25年９月 15日であり、資格取得日は同年９月１日とされていると

ころ、上記被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳においても、申立人に係る資格

取得日は同年９月１日とされており、当該払出簿、被保険者名簿及び被保険者台帳にお

ける申立人の被保険者記録に不自然な点は認められない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24615 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年４月10日から36年10月２日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和 35 年４月から勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及び従業員の供述から判断すると、期間は特定できないが、申立人が申立期間に

Ａ社で勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主は死亡し

ている上、取締役の一人は、同社は既に閉鎖しており、確認できる資料等は何も無いた

め、申立期間当時のことは分からない旨供述していることから、申立人の勤務実態及び

保険料控除について確認することはできない。 

また、申立期間前後にＡ社で厚生年金保険の資格を取得している複数の従業員は、雇

用保険と厚生年金保険の資格取得日が一致していないことから、同社は、申立期間当時、

入社と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれる上、複数の従業

員は、厚生年金保険に加入していない期間について、給与から保険料は控除されていな

かった旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24616（事案13724の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月１日から44年８月25日まで 

② 昭和 44年10月27日から45年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い旨

を第三者委員会に申し立てたところ、同委員会から、同社での勤務が確認できず、保

険料控除について確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないとの理由により、

記録訂正ができない旨の通知があった。 

前回は、申立事業所をＡ社として申し立てたが、その後、それは自身の記憶違いで

あることに気付いたので、今回は申立事業所をＢ社として申立てを行う。同社には昭

和 43 年３月高校卒業後に正社員として入社し、45 年４月に大学に入学するまで勤務

していたので、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、申立人のＡ社での勤務が確認できず、ま

た、厚生年金保険料の事業主による給与からの控除についても、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が見当たらないことから、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当

時）の決定に基づき、平成 22 年 12 月 22 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、前回の申立てにおいて申立事業所をＡ社とした

のは自身の記憶違いであることに気付いたので、申立事業所をＢ社とし、自身が同社の

Ｄ博の警備業務を紹介した者の供述を新たな情報として再調査を希望している。 

しかしながら、当委員会において上記情報を含め、改めて調査したところ、申立人の

Ｂ社における雇用保険の加入記録と厚生年金保険の被保険者記録は符合しており、申立

期間当時、同社で厚生年金保険の被保険者記録の確認できる従業員 12 人に申立人の勤

務状況等を照会し、７人から回答があったが、いずれも申立人を知らない旨回答してい

  



る上、申立人より紹介を受けたとする者は、同社においてＤ博の警備のアルバイトとし

て雇ってもらった旨供述しているが、複数の従業員が、同社はＤ博では清掃業務のみ行

っており、警備業務は行っていなかった旨供述していることから、申立人の申立期間①

及び②の勤務を確認することができない。 

また、複数の従業員が、申立期間当時、Ｂ社では社会保険に加入していない者がいた

旨供述しており、申立人と同職種だったとする従業員は、自身の同社での勤務期間と厚

生年金保険の被保険者期間は一致していない旨供述している。 

以上のことから、申立人の主張は、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、このほかに同委員会の当初の決定を変更すべき

新たな資料や情報は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

  




